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長期収載品の選定療養制度について 
 

平素は、当院の薬剤業務に対するご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

  

2024年度診療報酬改定にて、2024年 10月より長期収載品（いわゆる先発医薬品）の選定療

養制度が開始となります。 

これに伴いまして、院外処方箋様式の変更と選定療養制度に関する疑義照会についてお知

らせいたします。 
 

【院外処方箋の主な変更点】 詳細は、別紙の院外処方箋をご確認ください。 

 

【基本】 

⚫ 選定療養の対象となる医薬品は、原則として一般名処方となります。 

ただし、医師が「医療上必要」と判断した場合は、銘柄処方（先発医薬品）とし、処方箋の変

更不可欄に「✓」が入ります。 
 

【例外】 

 以下の２薬品は、銘柄処方（先発医薬品）での処方となります。                    

医師が「医療上必要」と判断した場合は、処方箋の変更不可欄に「✓」が入ります。 

⚫ プログラフカプセル：医療安全の観点（タクロリムス製剤において変更調剤間違いの事例があった為） 

⚫ トラクリア：適応相違があるため 
 

 

【医療上の必要性の懸念がある疑義照会について】 

⚫ 保険薬局で患者が長期収載品（先発品）を希望される場合、医師からの指示により先発品での

調剤が必要なのか患者に確認いただき、医療上の必要性の懸念があれば疑義照会を行ってく

ださい。疑義照会は、愛媛県薬剤師会の様式を用いて、疑義照会内容に「患者に確認したとこ

ろ、医師からの指示により先発品希望」など分かるようご記載ください。 

 

また、保険薬局薬剤師が判断し、剤形上の理由により先発医薬品を調剤した場合は、愛媛県薬

剤師会が作成しております「選定療養費に関わる報告書」にて報告（FAX）ください。 
 

<別紙資料> 全てご確認ください。 

1. 院外処方箋 （別紙 ①） 

2. 処方箋の記載方法による医療上の必要性についての判断等 （別紙 ②） 

 

なお、本通知文、別紙資料は当院薬剤部ホームページにも掲載しております。 

保険薬局各位のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 連絡先 

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部 

電話 089-960-5738 (調剤室) 
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選定療養制度にかかる様式変更に合わせて、
体重測定日の項目を追加しました。
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◆ 処方箋の記載方法による医療上の必要性についての判断等  （当院システムより） 

 

【医療上の必要性について】 
 当院では、以下の①～④に該当する場合に銘柄処方（先発医薬品）とします。 

① 適応相違、②治療効果、安全性の観点、③ガイドライン推奨、④剤形上の理由 

 

 

 

【医療上の必要性について】 

問１ 医療上の必要があると認められるのは、どのような場合が想定されるのか。 

（答）保険医療機関の医師又は歯科医師（以下、医師等）において、次のように 

判断する場合が想定される。 

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある 

場合（※）であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を 

処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。 
（※）効能・効果の差異に関する情報が掲載されているサイトの一例 

ＰＭＤＡの添付文書検索サイト：https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/ 

日本ジェネリック製薬協会が公開する「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」：

https://www.jga.gr.jp/2023/09/14/230914_effectiveness.pdf 

② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み 

合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと 

医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方 

等をする医療上の必要があると判断する場合。 

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用してい 

る患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それ 

を踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断 

する場合 

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないな 

ど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要がある 

と判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択する 

ことは含まれない。 

 

また、保険薬局の薬剤師においては、 

⚫ ①、②及び③に関して、医療上の必要性について懸念することがあれば、 

医師等に疑義照会することが考えられ、 

⚫ また、④に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断する 

ことも考えられる。なお、この場合においても、調剤した薬剤の銘柄等 

について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供する 

こと。 

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その１）抜粋         

令和６年７月 12 日 通知 

別紙 ② 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/

	スライド 1
	スライド 2

